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Ⅰ.はじめに

養護学校廃止に関する意見がある昨今、障害児を取り巻くノーマライゼーションの思想の普及や、家庭での障害児教育の限界等について考える中で、関連の概念を整理し、問題の本質を考察することを目的として、本論をまとめることにした。

Ⅱ.概念の整理

１．ノーマライゼーション

　ノーマライゼーション（normalization)とは､ デンマークのバンク･ミケルセンが知的障害者の処遇に関して唱えたもので､ 北欧から世界へ広まった､障害者福祉の最も重要な理念である｡共に生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方。障害があっても社会の構成員として地域の中で共に生活が送れるようにライフステージの各段階で住まいや働く場ないし活動の場や必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を確立すること。

２．レスパイトサービス

　レスパイトサービスとは、障害児（者）をもつ親・家族を、一時的に一定の期間、障害児（者）の介護から解放することによって、日頃の心身の疲労を回復し、ほっと一息つけるようにする援助である。その代表的なサービスがショートステイである。ショートステイに関しては、障害児の家族から以下のような意見・要望が寄せられている。

・障害児（者）のショートステイは、親・家族の緊急事態に対応することも必要であるが、「親・家族の介護からの開放と心身のリフレッシュ」という、積極的な面に注目してほしい。
・住宅地にあるセカンドハウス的な住居に、障害児（者）が短期間滞在し、専門の職員が介護する形が理想的であるが、障害児の放課後の世話（学童保育）、援護職員が家庭へ訪問する形式（ベビーシッター）、夏休みなどの余暇活動と組み合わせた宿泊も考えられよう。
・国や地方自治体の「緊急一時入所（保護）事業」は、緊急事態を抱えた親・家族は助かるが、障害児（者）本人に対して、遠くの大施設での不慣れな集団生活を強いることになる。重度、重複障害をもった人達には心身の負担は想像以上に大きく、親も利用をためらう。
・住み慣れた普通の住環境（セカンドハウス）で、顔なじみの援助職員と普段の生活ができ、日中は自分の学校、通所施設、作業所に通えれば、障害児（者）本人も快適で、親・家族も納得がいき、心身ともにリフレッシュできる。
・レスパイトサービスは、手近にあって、電話一本で予約でき、しかも手頃な費用で（原則として援護職員の人件費は公の負担）利用できることが望ましい。
Ⅲ.関連文献から

養護学校ってなんだろう？

―教育をする側と受ける側から見た問題点―　浅倉　優香　　松丸　紀子より引用

１．先生の声・教育する立場から

　障害児を持つ親は子供を就学させるとき、教育委員会の就学相談を利用しながら、普通学校か養護学校か選択する。しかし「特殊学級や養護学校の増設に伴い、教育委員会による勧誘も盛んであった。勧誘が盛んになるほど、言葉の端々に普通学校では迷惑であることがあらわれ、つくられた学級や学校を満たすためで、障害を持つ子のためではないことが分かってきた。というように、学校を選択する権利が親にあるというのは表向きに過ぎないという場合がある。たとえ親や子供の要求に応じてつくられたとしても、養護学校や特殊学級がいったんつくられてしまうと必ず、望まないにもかかわらず入らなければならない子供が出てくる。親と教師や教育委員会との関係は対等ではない。しかも、それが障害を持つ子や遅れた子のためという名目である以上、義務制でなくても強制力を持つ。自分の子供を「お荷物」と感じ肩身の狭い思いで、行くところがあればと養護学校を考える親もいる。一方、障害を持っていても普通学校に入れたいと強く願う親もいるが、この要求はいつも通るわけではない。

　学校にいけば友達や先生がいる。障害児に限ったことではないが、親にとって先生というのは、学校での我が子、自分が知らない我が子を知っている。また、先生の考え方、やり方は、生徒に大きな影響を与える。先生がどんなことを考えているのか、多かれ少なかれ気になるであろう。

２．学校教育の限界と家庭の教育力

障害児は例えば駅で切符を買う、買い物に行くといったお金を扱うこと、また公衆電話を使う、電車やバスの中では傘はたたむ、順番を待つときには並ぶなど、日常生活で私たちが当たり前のように行っていることが身に付かないと言われている。知能障害を持つ障害児は、健常児が周りを見て学習していくような日常生活についても訓練が必要な場合がある。しかしそれは、障害を持っていることばかりが原因ではない。養護学校と家との往復で一日が終わってしまうという生活にも大きな原因があるといえるのではないだろうか。養護学校に通うと家の近くに友達ができないため、帰った後も家に閉じこもるなど、地域から隔離されるということも起こる。親が子供を守ろうとするあまり、学習する機会さえ奪ってしまっているのではないだろうか。このことについてC養護学校の先生は「社会性が身につかないのは確かにある。しかし、学校はいろいろな制約（移動手段、日程、予算、万が一のことなど）があって枠の中でしか動けないので、やれることに限界がある。」「家庭の教育力をもっと発揮してほしい。家庭が障害児を家に閉じ込めていたのでは、いつまでたっても社会性は身につくものではない」という。また、A養護学校の先生も、「学校から帰るのが普通学校より早いのは確かだが、その後のことは学校よりも地域が積極的に動くべきである」との意見だった。またC養護学校には寮があるが、寮生でもなるべく家族や地域に帰すべきという考えから、月に３回週末は強制帰省させている。これは寮生となるときの選抜条件になっている。

普通学校ではお金の勘定や時計をよむという指導は先生の都合上難しいが、トイレや食事など身の回りのことについては、他の生徒がお手本になるし、勝手なことをやると友達が遠慮なく怒ったり注意したりするので、集団の中で生活する技術は自然に身につくようである。また掃除や給食当番などは養護学校・普通学校に関係なくできるようである。

Ⅳ.考察

今回、養護学校とは何かともっとも基本的なことを調べることにより今まで聞いたことのなかった養護学校の教員の方の「養護学校と普通学校の統合論」についてのさまざまな思いや考えを知ることができた。なかでも「一緒にいさえすれば統合と考えてしまう風潮があるが、それは全く意味のない事で、そんな統合ならやらないほうがいい。統合するなら、障害者にもメリットのある方法を考えてからにしてほしい」という養護学校の先生の言葉が印象に残っている。そのとおりだと思った。養護学校は、「障害者向け」の学校であるから当然そこに通うことのメリットは多い。逆に普通学校は「健常者向け」の学校であるから、障害者にとっては厳しいと感じる場面にたくさん遭遇するだろう。統合するからには、このような問題もなくさなければいけないと思う。

また、ほかの養護学校の先生は「普通学校のなかでもよりよい生活の姿、いきいきしている姿が出せればそれでいいと思う。でもそれは現状では無理なのではないだろうか。」ということを言っている。養護学校では一クラス担任3人に生徒８人くらいなので先生の目がよく行き届いているが、普通学校では担任は１人というところがほとんどである。それでも小学校は担任制のため、たとえば保護者の方とコミュニケーションを図ることにより少しはそのような不安を解消できるかもしれないが、中学校になると、教科制になるため先生方すべてが一人の生徒にそのような時間を作るというのは困難である。となると、障害の種類によって度合いは異なるだろうが、普通学校の中で健常者と同じスピードで授業を行っていくのが困難な人も出てくるだろう。

私は、これからますます害者と健常者が共生する社会になっていくことを願っている。だから、いまの現状で「養護学校廃止」をするのは反対である。

「大倉山投げ落とし事件」からの問題提起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高千穂大学経営学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川第１ゼミ

M01A083　島貫　敦子 
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Ⅰ.はじめに

　

本稿では、平成13年5月に横浜市で起きた、知的障害者による鉄道陸橋からの幼児投げ落とし事件に注目し、現代の地域福祉における知的障害者の処遇の問題と、地域住民の活動による障害者と住民との相互理解のプロセスについて取り上げる。また、本事件を、我々の日常生活の場における、障害者との共存についての問題提起の糸口として位置付け、住民活動の一部であるホームページにおける掲示板作成について、今後の本研究の課題を探索する一助とすることを目的として、当該団体による資料を整理した。

Ⅱ.事件の概要

大倉山投げ落とし事件

平成１３年5月9日、横浜市港北区の東急東横線大倉山駅近くの陸橋上で、保育園の男児（当時2歳）が知的障害者施設に通う無職の男性（当時２１歳）に抱き上げられ、７m下の線路脇に落とされた。男児は腎臓破裂などの重症を負った。加害者の男性には知的障害があった。

地域では、うわさが飛び交い障害者への偏見を助長しかねない事態に「正しい情報を知ろう」と住民たちが被害者の親の思いに耳を傾け始め、インターネットでも議論を重ね、加害者側や行政にも働きかけた。
Ⅲ.住民の活動

　住民がインターネット上で、本事件に関する掲示板を作成し現在に至っている。その掲示板作成までの経緯を調べ、以下にまとめた。

「心のバリアフリーを考える大倉山・市民の会」による掲示板作成までの経緯

（2002年５月16日現在）

＜平成13年＞

５月9日

・事件発生　

5月10日頃

・見舞いに来た。障害者施設所長に原因究明と改善をきっちり行うよう要求（その後も何度か見舞いに来られたが、見舞いに来るより原因究明及び改善作業を責任を持って行うことを申し入れ帰ってもらった。）

５月12日

・保育園保護者会に障害者施設が参加して説明を行う予定であったが障害者施設の参加はキャンセル。その後、障害者施設側の動き（改善内容等の情報）は全く伝わってこなかった（障害者施設に後で聞いたところによると被害者家族ときちんとした話をするまで勝手な情報発信を自粛していたとのこと）。

5月下旬

・障害者施設の事故報告書の記述に事実と異なるような記述（検察・警察・保育園等から聞いていた内容と異なる）があることが分かり不快感及び不信感が募る。

・保育園保護者有志の方々と何度か話し合いを持ち、どうしたら事件を風化させず横浜市・在援協・障害者施設に責任のある対応をさせられるのか今後の方針を模索。

・その結果として横浜市への直接要求、マスコミへの投書、地域のほかのグループとの協力関係の模索等を行っていくこととなる。（この段階でびーのに連絡。関心があるとのことで何かできないかと提案。）

6月15日

・退院

6月18日

・保育園保護者有志と横浜市役所訪問当初、横浜市長に面談を申し入れたが多忙を理由に断られ、秘書課から保育推進課が対応すると言われ訪問。　

・しかしながら施設側の改善等については把握しておらず、こちら側の要求を福祉課に伝えるとの回答。

・横浜市として見解（事件後の対応、今後の改善への取り組み、責任等）を文書で回答するよう要求。

６月19日

・保育園―障害者施設の話し合い（被害者家族は不参加）

・外出プログラムのマニュアルが一枚だけ配布され、一ヶ月間の原因究明・改善の結果としてはあまりにも内容が不十分であり、参加された保育園関係者からの要求で一週間以内に、より詳細な報告書を文書にまとめて提出することとなった。

6月27日　　

・障害者施設から再度、報告書がファックスにて保育園に送付されてくる。（障害者施設報告書については掲示板での公開はしておりません。今後、障害者施設が了解すれば掲示板でも公開できればと思います）

6月30日

・第一回意見交流会

　びーのびーのを以前利用していたこともあり、びーのびーのに相談したところまずは

事件後の経緯や被害者家族の心情を聞くところから何ができるのか考えていければ

との主旨で、びーのびーのから色々な方々に声をかけていただき会合が設定された。

・色々なグループの方々が個人ベースで参加。

7月10日

・被害者家族・障害者施設・在援協にて話し合い障害者施設と在援協とで行った原因究明及び再発防止策について横浜市、在援協、障害者施設、連絡会（在援協傘下施設の）の代表及び専門家を交えて再度検討を行うこと。

・これら検討内容については最終的に関連全施設に通達して全施設での管理体制見直しを徹底して行うこと。また、これら検討内容を地域住民に対して説明する場を設けることを考えていくことも検討していることが確認された。

7月11日

・横浜市から一切連絡が無かったので保育推進課に電話し、市の正式見解文書についての状況確認。

・障害福祉課には伝えてあるので、そちらから連絡させるとの回答有。

・被害者ケア等については保育推進課範囲であるというと、６月のときに話には出ていたが回答を要求されていたとは認識していなかったとの返答。

・再度回答するよう要求。

・同日夜に障害福祉課より電話があり、話し合いたいと依頼があったが、１３日に予定されている話し合いに参加して、そこで横浜市としての見解を文書で提出して説明するよう要求して了承を得る。

７月13日

・保育園―障害者施設の話し合い（横浜市役所障害者福祉課も参加）

・６月27日の障害者施設としての検討は最終的に７月末までに完了すること。

・その後横浜市も係って専門家も交えた検討委員会を設置する事を確約（８月上旬には第１回検討委員会を開催したいとの説明）。

・今後は検討委員会等の経緯を見守っていく方向で合意。但し、横浜市・施設側の状況・情報について遂次保育園側に提供するよう要求。

・このときに障害者福祉課からの文書を入手

８月下旬

・障害福祉課へ電話

・検討委員会の設置作業が遅れており、９月中開催を目指している旨確認。

・検討委員会設置の経過をまめに連絡するよう再度要求。

・保育推進課に７月11日に電話した文書を提出するよう伝言を依頼。

９月上旬

・保育推進課から近いうちに文書を提出するとの電話あり。

９月9日

・ファックスにて保育推進課からの文書を入手

10月中旬

・障害福祉課へ電話

・10月中にはメンバーを確定させて、11月には検討委員会を開催したいとの回答　　　

10月20日

・第２回意見交流会

・横浜市から入手した文書配布。

・第一回意見交流会での内容をまとめたままの掲載用原稿を配布。

・掲示板設置について提案あり。

10月26日

・掲示板作成。
　　　　　

Ⅳ.住民からの要望書

　本事件では、住民から自治体に対しての要望書が提出された。その概要は以下のとおりである。

「障害者地域活動ホーム＊利用者の第三者加害事故」の処遇に関する要望書

要望１　事故現場の再発防止策を早急に

（1） 早急にフェンスを高くする。

（2） 足元の空間にネットをはる。

（3） 車両の通行について検討する。

要望２　検討委員会の傍聴および議事録の公開

要望３　検討委員会の継続と福祉施設現場職員の参加要望

要望４　適切な情報の提供

（1） これまでの対応の経過説明。

（2） 事故の再発防止策の策定状況。

（3） 「＊保育園と障害者施設＊との今後の園外活動」などの調整の具体策

要望５　横浜保育室のあり方　

（１）園庭がない保育室が多く、公園までの散歩などが多くならざるを得ない点につい

て。私立も含めた認可園との交流保育、園庭の共有などの対策がとれないのか。

　（２）父母会などの保護者会の組織率が低い点について。認可園と同様に保護者会の設置、連絡網づくりなどを指導してほしい。　　

Ⅴ.本事件からの問題提起

　本事件では、障害者と地域住民との共存に関して、現代的な問題解決の方法や展開が示唆され、今後類似の地域福祉の問題に関して、行政主導ではなく住民主体の福祉社会づくりが大きく期待されることを全国に問題提起している。本稿においては、問題の経過を追い紹介するに留まっているが、今後21世紀における地域福祉のあり方について、詳細な分析を行い、より具体的な課題を設定して研究を実施していく予定である。

「介護保険」見直しについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高千穂大学経営学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川第１ゼミ

M01A084片岡　千秋
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Ⅰ.はじめに

Ⅱ.利用者の立場から

Ⅲ.介護支援専門員（ケアマネジャー）の立場から

Ⅳ.まとめ

Ⅰ.はじめに

　本論では、2002年5月22日に朝日新聞に掲載された「介護保険」来年4月に向け見直し作業」という記事を発端に､より詳細に関連情報を調べ（ＡＥＲＡ等より）、以下において本テーマに関する問題を整理することを試みることにする。

来年4月に向けて、介護保険の見直し作業が進んでいる。介護報酬の改定や、1号保険料の再設定などが主な柱である。利用者と、介護支援専門員の2つの立場からこの問題を見てみる。

Ⅱ．利用者の立場から

　専業主婦のAさんは、痴呆の要介護度5の姑の介護をしてきた。これまで、自分でヘルパーを探し、忙しかった。しかし、介護保険が開始され、ケアマネジャーが代行してくれるようになった。姑の症状が変われば、ヘルパーに頼む仕事の内容も変わる。Aさんとケアマネジャーとのコミュニケーションは欠かせない。しかし、担当者が変わったとき、その連絡は事務所から一枚の紙で知らされた。挨拶に来るのを待っていても、電話連絡すら来ず、Aさんから介護内容の変更希望を伝えたが、事務的な対応をされた。最重度の要介護度5でも、24時間365日のヘルパー派遣は不可能で、夜はAさんが姑を看る。その大変さをケアマネジャーに聞いてもらうことはなかった。Aさんの姑は過去に2度ショートステイを利用したが、1度は骨折し、2度目には骨折を恐れた施設が姑をずっと車椅子に座らせていたために、帰宅したときには歩けなくなり、トイレ誘導が一苦労だった。そんな過去のいきさつもケアマネジャーに聞かれたことはない。

　介護保険導入後、ケアマネジャーは要の位置にある。介護保険は複雑な仕組みであり、介護に追われる素人の家族がそれを理解して自らサービスを選ぶことは非現実的である。

Ⅲ．介護支援専門員（ケアマネジャー）の立場から

　介護保険制度は、立法化の過程でもその後の実施準備段階でも話題になり、新聞に毎日記事が掲載されたり、市町村単位でも説明会を開催したりと、情報提供・啓発に努めてきた。しかし、家族介護者をはじめ当事者である高齢者のほとんどが、制度を理解できていない状況である。介護支援専門員は、初対面の方に対して2時間程度の面接によって介護保険制度を説明し、要介護者の状態・介護状況を聴取し、サービスの種類と内容を説明し、どのようなサービスの利用希望があるかを聞き取らなければならない。初対面で信頼関係ができていない状態では、赤裸々な部分（しかし、ケアプラン作成では重要な部分）まで話してもらえないし、こちらから踏み込むこともはばかれる。そこで、自己決定の尊重と利用料の1割負担という点から、最初はおおむね利用者の希望どおりにケアプランを立てることになる。そして、実際のサービス内容が利用者のニーズに合致したものであればよいが、そうでなければ要望・苦情となって現れ、サービス中止やケアプラン変更となる。利用者の抱えているニーズの潜在的な部分が十分に把握されていれば、あらかじめ対応策がとれるのであるが、1～2回の面接ではケアプラン作成に最低限必要な情報を把握するのに精一杯である。

　介護支援専門員はサービス提供事業者とともに、制度のなかで利用者のニーズにより応えられるように試行錯誤しながら、ケアプランを立てていかなければならないが、何をどのように改善していけばよいのか、ゆっくり考える時間をもてないのが現状である。介護支援専門員はときには休日を返上し、1日平均約10時間労働でフル回転である。それでも、全部のケース一つひとつじっくり取り組む時間はなく、情報分析も十分できないまま、利用者の希望通りのサービスを取り入れたケアプランでサービスを開始するという状態である。このあわただしさのなかで、介護支援専門員とは何なのか、単なるサービス提供事業者と利用者の仲介人なのか、と感じることも多い。介護保険サービスの利用対象者にサービスの満足度の調査も行われ、概ね、満足を得られているという結果が出ているが、今後、介護保険被保険者の増加に対応してサービス供給体制が拡充されるのか、介護支援専門員は新規のケアプラン作成が増加する中で不安を感じている。

Ⅳ．まとめ

　介護支援専門員に対する介護報酬は低額であり、介護支援専門員は自分が担当する数をたくさん抱えこまなければならない状況である。その為、介護支援専門員と利用者とのコミュニケーションの時間があまり作れず、利用者のニーズにサービスがかみ合わなかったりして、利用者の不満がつのって問題を生じたりする。そこで、来年の介護保険の改正にあたって、介護支援専門員に対する介護報酬を増額し、介護支援専門員一人当たりが担当する数を減らし、もっと利用者一人ひとりに費やす時間を取れるようにするべきである。また、介護支援専門員の質の向上のために定期的に研修を行う体制を整えるべきである。

　また、介護報酬を値上げすれば、費用が膨らみ、高齢者の一号保険料に跳ね返る。介護保険を運用する市町村は、保険料の値上げ幅を抑えたいというのが本音である。しかし、利用者が満足できるような、サービスの質の向上のためには仕方のないことである。
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